
丸川病院は 「その人らしく生きる」 を応援します

やりがい・働きがいのある職場作り

平成29年11月15日（水）
病棟看護主任
佐々木 幸代

資料３医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー
平成29年11月１５日（水）富山開催

事例発表①

医療法人社団秋桜丸川病院

１．医療法人社団秋桜 丸川病院 について

＜当院の概要＞
◆許可病床：３８床

（H２８年２月 新築移転時に、48床→38床へ減床）
◆診療科：脳神経外科、神経内科、

整形外科、リハビリテーション科
平成28年4月～内科、肝・消化器内科が加わる

＜理念＞ 「その人らしく生きる」

＜特徴＞
◆入院基本料 一般病棟入院基本料 １３：１

※H22年8月までは一般病床25床、療養23床の2病棟
◆平均在院日数 ２2日 （H29.10現在）

※以前、一般病床75～90日（亜急性期含）、
療養300日以上

◆脳卒中を中心とした脳疾患リハビリ 1
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１．医療法人社団秋桜 丸川病院 について

（１）看護としての取組
◆意識障害・寝たきり（廃用症候群）患者への生活行動回復を

目的とした看護実践（＝NICD）を開始
NICDとは、

Nursing to Independence for the Consciousness disorder and 
the Disuse syndrome Patient

◆認定看護師；6名

（２）実績
◆NICDとの協働による在宅復帰率；９８～９９％

※６～７年前は、在宅復帰する患者は、ほとんどない状態。

（３）退院後の生活支援、他
◆訪問リハ、短時間型通所リハ、在宅診療による切れ目のない在宅支援
◆地域密着・・・地域のケアマネージャー、住民に対して公開講座
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２．当院の外部環境（新川医療圏の医療・介護需要予測）

※介護需要点数＝各年齢別人口に対して、65歳未満6.64、65～74歳1.6、75歳以上8.5という比率を用いて計算

※医療需要点数＝各年齢別人口に対して、65歳未満1.6、65～74歳3.5、75歳以上5.8という比率を用いて計算 3
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３．看護職員の現状、今後の問題点

◆平均年齢 ４３.4 歳
◆既婚者 ８2.８％
◆看護職員 35 名 （H29.10現在）

⇒うち、短時間正職員６名、定年再雇用２名、パート4名
※直近１年間で８人採用

⇒育児・介護休業法に定める規定以外でも、
本人の希望によって、短時間正職員制度は適用可能。
また、人事考課制度対象となり、常勤職員と同月係数の賞与、
退職金制度の適用となる。

※日勤6時間等の短時間正職員にも、
夜勤可能な場合は、月１～２回程度の夜勤従事あり

◆採用は既卒・中途採用者がほとんど。
今後、ほぼ毎年定年退職者が見込まれる。
新人採用→教育体制の充実が課題
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４．当院のＷＬＢ関連の整備状況

（１）環境面の整備
・リフレッシュ休暇の導入

・職員のキャリアアップに向けて、
年間3万円の研修参加費・学会加入費等の補助

（２）自分たちの意識改革
・WLB推進事業への取組み

・人事考課制度導入による面接の実施
⇒当院のビジヨン・ミッションの浸透
⇒自分たちが自から組織風土を作っていく自覚
⇒丸川病院で働いている「プライド」
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５．ＷＬＢに関する取組の概要

（１）管理者の役割＝連結ピン

6

医療法人社団秋桜丸川病院

医療の質の向上によるプラスのスパイラル

医療の質の向上
（生産性アップ）

職員満足度向上

医業収益力アップ利益を職員に還元

診療報酬への反映

５．ＷＬＢに関する取組の概要
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６．ＮＩＣＤの概要

◉NICD教育担当者を中心に、日々の業務の中で、小さな単位での集合研
修もしくはマンツーマンでNICDの基礎を理解してもらう期間を段階的
に設け、定期的に計画・指導

・用手微振動の技術を用いた呼吸リハビリテーション
・バランスボールによるムーブメント
・ボディメカニクスの理論に基づく看護技術
・顔面筋や口腔内のマッサージ等摂食嚥下機能拡大のための

プログラム
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入院後1週間
以内の訪問

７．退院前訪問指導
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退院できる
か心配…入れたよ！

これで、家
に帰れる！

こうやって
支えたらい
いがやねぇ

上がれたよ

退院前
7～10日
の訪問

トイレ、
大丈夫
やった！
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８．実施してきたこと（まとめ）

【全体】

・組織全体や看護部のビジョン・方向性を明示し、目標や価値
観の共有化・動機付け

・⼈事考課制度の構築に向けた職務等級基準の策定を⾏う
➡自分自身がありたい姿・法⼈として上司として、職員に
あって欲しい姿を明確にする。
また、退職後であっても、丸川病院での経験が活かせる
社会⼈、各専門職でいられるような「⼈財」育成

・個⼈ミッション（自分たちの存在理由）をそれぞれ考える
・新⼈レベル、⼀⼈前レベルの臨床実践能⼒の標準化、基準や
⼿順の⾒直し等の継続教育の枠組みづくり
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９．看護部での成果・評価・課題

【NICD】
・NICDの考え方が病院の特徴であり、このNICDをさらに発展

させていくには、看護記録の充実も図る必要がある。今後、
記録委員を中心に、標準化と基準の見直し・改善を行う。

【WLB推進事業】
・看護部での年次有給休暇取得率は、前年度より向上
・リフレッシュ休暇は、今後、全員取得に向けて取組んでいく

※男性職員の育児休暇取得もあり「くるみんマーク」取得
・今後も働き続けられる職場づくりに全職員一人ひとりが参画

し、職員が学べる環境づくりとそこで得られた能力を発揮で
きるよう取組みを続けていく
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◆看護職員の安定的確保が徐々にできてきた
⇒直近１年間での退職者ゼロ

◆新卒者に対する教育体制の整備・教育担当者の任命

◆既存の看護職に対するキャリアアップのための継続教育

◆つながりあるチームづくり、実践が見える記録の再構築、
働き続けられる職場づくり

９．看護部での成果・評価・課題
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ご清聴ありがとうございました

看護が変われば、看護の対象者
の人生が変わる！！
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